
瑞穂市男女共同参画基本計画（平成２２～３１年度）指標項目の達成状況

■基本目標Ⅰ　意識改革による人づくり

基準値 現状値
平成21年度
（策定時）

平成31年度
（最終年度）

■基本目標Ⅱ　男女がともにつくるまちづくり

基準値 現状値
平成21年度
（策定時）

平成31年度
（最終年度）

■基本目標Ⅲ　だれもが安心して暮らせる環境づくり

基準値 現状値
平成21年度
（策定時）

平成31年度
（最終年度）

達成率

60.8%

86.7%

達成率

―

改善傾向
総合政策課
（市民意識調査よ
り）

職場における男女の平等感
（163/974人）
16.7%

（147/643人）
22.9%

（平成30年）
50.0% 45.9%

健康推進課

妊婦教室への男性参加割合
（51/319人）
16.0％

(93/293人）
31.7％

40.0% 改善傾向 健康推進課

若年層健康診査「goodライフ健診」
(受診者/対象者）
（619/9090人）

6.8％

(643/12798人)
5.0％

8.0% 後退62.5%

79.3%

幼児支援課

達成状況 担当課

保育所待機児童数
14人

H22.1.1現在
7人

R2.1.1現在
0人 改善傾向

目標値

市民協働安全課

指標項目

防災・災害復旧分野における女性消防団員
の配置の割合

0人 13人 15人 改善傾向

総合政策課
地方自治法第202条の3に基づく審議会等の
委員における女性の割合

(46/143人)
32.2%

(117/482人)
24.3%

40.0% 後退

指標項目 達成状況 担当課

指標項目 達成状況 担当課

学校教育における男女の平等感
(481/974人)
49.4%

(335/643人)
52.1%

（平成30年）
70.0% 改善傾向

総合政策課
（市民意識調査よ
り）

目標値

目標値

達成率

74.4%

●指標項目の達成状況

３つの基本目標における７５指標の中で、達成した指標は１６項目でした。

第２次計画で継続して目標値を設定する７指標のうち、「改善傾向」は５項目、「後退」は２項目となっています。

引き続き、第２次計画において目標達成あるいは改善に向けて取り組みをしていく必要があります。

●第２次計画にむけた主な課題
・地方自治法第202条の3に基づく審議会等の委員における女性の割合が後退しています。国や県の審議会等の委員における女性の
割合と比較すると割合が低く、女性が能力を十分に発揮し活躍できる場を積極的に作り出す環境整備が必要です。委員改選時に女性

委員の割合を増やし、また女性が０の審議会を減らすよう努めます。

・若年層健康診査「goodライフ健診」受診率が後退しています。受診者数は増加しているものの、対象者が増えている状況にあるため、
未受診者へさまざまなPR方法を使って健診受診の必要性を周知していきます。
・保育所待機児童数は改善傾向にあるものの、引き続き計画的に保育所定員について拡充などの検討をしていく必要があります。

・職場における男女の平等感は改善傾向にあるものの、引き続き市内事業所への継続的な意識啓発を行います。


